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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年２月４日に提出いたしました第50期第１四半期(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

に係る四半期報告書に添付しております独立監査人の四半期レビュー報告書の一部に誤りがありましたの

で、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

当第１四半期に係る「独立監査人の四半期レビュー報告書」

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

(訂正前)

(前略)

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社シイエム・シイの平成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日までの連結会計年度の第１四半

期連結会計期間（平成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間

（平成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連

結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

(後略)

　

(訂正後)

(前略)

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社シイエム・シイの平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの連結会計年度の第１四半期

連結会計期間（平成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平

成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

(後略)
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２３年２月２日

株式会社シイエム・シイ

取締役会　御中

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　水　野　信　勝　　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　林　　伸　文　　　　印

　

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社シイエム・シイの平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの連結会計年度の第１四半期

連結会計期間（平成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平

成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シイエム・シイ及び連結子会社の平

成２２年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２３年１月２１日開催の取締役会にて、丸星株式会社

の全株式を取得し子会社化することを決議し、平成２３年１月２４日に同社の株式を取得している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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